
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年８月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３門第１６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年１０月５日 ０１時００分ごろ 

発生場所 福岡県宗像市沖ノ島南東方沖 

沖ノ島灯台から真方位１３５°１２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°０６.０′ 東経１３０°１６.６′） 

事故等調査の経過  平成２５年２月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  漁船  第十二蛭
えび

子
す

丸、１８トン 

     ＦＯ２－６２９８（漁船登録番号）、蛭子丸水産有限会社 

Ｂ  船種船名不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ  不明 

 死傷者等 Ａ  なし 

Ｂ  不明 

 損傷 Ａ  船首部を破損 

Ｂ  不明 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか甲板員１人が乗り組み、平成２４年１０月５日

００時００分ごろ宗像市鐘崎漁港を出港し、蛭子丸船団６隻と共に魚

群を探しながら、沖ノ島東方沖の漁場に向かった。 

 Ａ船は、沖ノ島に向けて針路約３１０°（真方位、以下同じ。）、速

力（対地速力、以下同じ。）約１５ノット（kn）として自動操舵で航

行中、レーダー画面で右舷正横約３Ｍに西進するＢ船の映像を認めた

ので、Ｂ船を避けるため、手動操舵に切り替えて遠隔操縦装置で針路

を約３３０°、速力を約１０kn としたが、その後はＢ船に注意を向け

ずに舵から手を離して携帯電話の操作をしていたところ、０１時００

分ごろ、沖ノ島南東方沖において、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾外

板とが衝突した。 

 船長Ａは、甲板員及び船体の状況を確認して蛭子丸船団に無線で連

絡した後、Ｂ船を追い掛けたが、追い付けなかったので、佐賀県唐津

市所在の造船所に自力で回航した。 

 なお、船長Ａは、本事故について、海上保安庁に通報していなかっ

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力  ４、視界  良好 

海象：波高 約１.５～２ｍ 



 

 その他の事項 

 

  蛭子丸船団は、中型巻き網漁業を操業する漁船７隻から成り、それ

ぞれが魚群探知機を装備していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  不明 

Ａ  なし、Ｂ  不明 

Ａ  なし、Ｂ  不明 

Ａ船は、沖ノ島南東方沖において、魚群を探索しながら北西進中、

Ａ船の船首部と西進中のＢ船が衝突したものと考えられるが、Ｂ船が

不明であったため、衝突に至った状況を明らかにすることはできなか

った。 

原因  本事故は、夜間、沖ノ島南東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船

が西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・航行中、相手船を避航する際は、相手船が安全な距離になるまで

見張りを適切に行うこと。 

 


